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令和５年（確定）及び令和６年（５月末）の労働災害発生状況について

■ ７月は「建設業における災害防止集中取組月間」です！
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14 1,714 6 687 5 691 2 580 -111 -16.1% 1 269 1 148 -121 -45.0%

14 1,177 6 464 5 442 2 396 -46 -10.4% 1 181 1 134 -47 -26.0%

537 223 249 184 -65 -26.1% 88 14 -74 -84.1%

1 225 68 88 73 -15 -17.0% 37 18 -19 -51.4%

2 4 1 4 3 300.0% 0 -

3 建設業 5 221 2 71 2 72 2 56 -16 -22.2% 20 1 15 -5 -25.0%

3 70 1 21 2 23 20 -3 -13.0% 8 1 -7 -87.5%

2 122 1 37 38 2 29 -9 -23.7% 8 1 13 5 62.5%

1 16 2 8 1 8 0 0.0% 2 1 5 3 150.0%

70 18 21 12 -9 -42.9% 5 1 -4 -80.0%

29 13 11 7 -4 -36.4% 4 1 -3 -75.0%

4 運輸交通業 2 105 1 53 52 31 -21 -40.4% 21 18 -3 -14.3%

5 　貨物取扱業 1 1 1 - 1 1 -
６－

２ 1 25 3 1 7 10 3 42.9% 1 2 1 100.0%

8 1 205 1 95 1 80 67 -13 -16.3% 1 40 32 -8 -20.0%

13 1 713 1 296 307 243 -64 -20.8% 113 32 -81 -71.7%

14 1 49 23 21 27 6 28.6% 9 10 1 11.1%

15 1 59 35 23 24 1 4.3% 17 9 -8 -47.1%

2 107 1 43 1 40 44 4 10.0% 11 11 0 0.0%

林   業

商   業

保健衛生業

接客娯楽業

清掃・と畜業

上記以外の事業

鉱   業
（鉱安法適用を除く）

土木工事業

建築工事業

鉄骨・鉄筋家屋建築

木造家屋建築

その他の建設業

１月～５月 １月～５月

全業種合計

うち新型コロナを除く

うち新型コロナによる

製造業

前年増減
令和５年 令和６年

前年増減
（確定値） （確定値） １月～５月 １月～５月

秋田労働局（県内） 秋田署管内 秋田労働局（県内） 秋田署管内

令和５年 令和５年 令和５年 令和６年

７月１日から第97回全国安全週間がスタートします。

今回のスローガンは「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」です。

秋田県内における令和５年の建設業の死傷者数（休業４日以上）は221人となり、そのうち

死亡者数は５人で、「飛来・落下」によるものが２人、「熱中症」によるものが２人、「交通事故」に

よるものが１人となりました。

秋田署管内における建設業の死傷者数（休業４日以上）は71人で、そのうち２名の方が亡くな

っております（「飛来・落下」と「熱中症」が各１人。）。

秋田労働局では、７月を「建設業における災害防止集中取組月間」と定め、県内の各労働基

準監督署において、管内の木造家屋建築工事現場を中心に集中的な監督指導等を実施する

予定です。

昨年は７月中に全県で189現場、258事業場に対して監督指導を実施し、100現場、156事業場

において労働安全衛生法違反が認められました。主な違反の内容は墜落防止措置に関する

もの（91事業場）、足場・通路に関するもの（85事業場）となっております。

墜落防止措置等に関する法違反は死亡などの災害につながることから、リスクアセスメントの

実施と合わせて引き続き対策を講じていただくようお願いします。

気温や湿度が高くなるこの時期は、熱中症の発症リスクが高まります。

昨年は記録的な猛暑となりましたが、気象庁によれば、今年の夏の気温は平年より高い予報となっております。

秋田県内における令和５年の熱中症による死亡者数は全産業で４人となっており、

いずれも７月から８月にかけて発生しています。

この度、厚生労働省では熱中症予防として「自分でできる７つのこと」の動画を作成

しました（裏面のリーフレット参照。）。

社内教育資料として活用いただき、今年は熱中症による死亡災害ゼロを達成できる

よう継続的な取組をお願いします。

■ 熱中症予防「自分でできる７つのこと」を実践しましょう！



石綿の有無の事前調査結果の報告制度の概要


